
市政だより　浪速区版（６） 毎週金曜日（祝日は除く）は、午後７時まで住民情報担当・保険年金担当・保健福祉担当の一部業務窓口を時間延長しています。
詳しくは総務担当（☎6647-9625　　6633-8270）まで。

広報紙なでしこ

がん、心臓病、脳卒中などの生活習慣病に対
する関心はありますか。

　19人から多数のご意見が寄せられました｡
　主な意見として、「出来るだけ食育に関心を持ち、自分の
家族の食事は自分で作る」「病気の症状が感じられたら早め

に病院に行く」といった自衛策に関する意見、「区役所で実
施している健康診断を、若くても安く受けられるようにし
てほしい」といった健康診断に関する意見がありました。

住宅用火災警報器の設置は、平成 18 年６月１
日から一般の住宅（マンション等の共同住宅を
含みます）への設置が義務付けられ、既存の住
宅も平成 23 年５月31日までに設置しなければ
なりません。このことをご存じですか。

現在の住居には、住宅用火災警報器又は自動
火災報知設備が設置されていますか。

●健康・保健衛生について

①大いにある
　　38（80.8％）
②少しある
　　7（14.9％）
③あまりない
　　2（ 4.3％）
④ない
　　0（ 0.0％）
　 

●住宅用火災警報器について

　19人から多数のご意見が寄せられまし
た。
　主な意見として、「どこで購入したらよ
いかわからないので教えてほしい」といっ
た取付にあたっての意見、「町会、自治会
がもっと積極的に取り組んでほしい」と
いった町会としての取組みに関する意見が
ありました。

①関心がある
　　37（78.7％）
②ある程度関心がある
　　9（19.2％）
③あまり関心はない
　　1（ 2.1％）
④関心はない
　　0（ 0.0％）
　

①ほとんど毎日
　　14（30.4％）
②週２～３日 
　　7（15.2％）
③週１回
　　4（ 8.7％）
④時 （々月　回）
　　5（10.9％）
⑤していない
　　16（34.8％）
　

①知っている
　　19（40.4％）
②設置義務は
　知っているが
　設置期限は
　知らなかった
　　16（34.1％）
③知らない
　　12（25.5％）
　

①住宅用火災警報
　器を設置している
　　14（30.4％）
②自動火災報知設備の
　感知器が室内に設置
　されている
　　8（17.4％）
③どちらも設置している
　　7（15.2％）
④どちらも設置していない
　　17（37.0％）

半年以上継続的に運動をしていますか。 今後発生が心配される「新型インフルエンザ」
に関心がありますか。
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健康づくり、病気の予防や健
康診断などに関して、ご意見
があればお書きください。

住宅用火災警報器の設置に関して、ご意見
があればご記入ください。

平成２１年度 第１回（４月）　浪速区政モニターアンケート結果

　浪速区では、区にお住まいの方や、通勤・通学されている方の声をお聞きし、区政に活かすために区政モニター
制度を設けています。今回は、「健康・保健衛生」及び「住宅用火災警報器」についてお尋ねし、回答をいただき
ました。「なでしこ」紙面では結果の抜粋を掲載し、アンケート結果の全文は浪速区ホームページに掲載しています。

総合企画担当（６階62番）　
☎6647‒9787　　6633‒8270

回答数　　47 回答数　　47回答数　　 46

回答数　　47 回答数　　46

９月22日（祝･火）からの日曜・祝日
浪速公園グラウンド等　
浪速区在住、在勤の方で構成されたチーム、または、
大阪府軟式野球連盟浪速支部に登録されたチーム。
（ただし、学生、生徒は除きます。）
１チーム　12,000円
（軟式野球連盟に加入していないチームは別途傷害保
険をかけてください。）
９月６日（日）午後５時
　　　９月17日（木）　午後７時　
　　浪速区民センターにて
浪速区体育厚生協会
大阪府軟式野球連盟浪速支部

浪速区体育厚生協会事務局
（浪速区稲荷2‒4‒3
　浪速区民センター内）           
☎6568‒4040 　　6568‒3171　
【休館日】月曜日及び祝日の翌日は休館
［月曜日が祝日の場合は開館し、翌火曜日と水曜日が
お休みとなります。］

第１回浪速区民軟式野球大会
参加チーム募集

　大阪市火災予防条例では、平成23年 5月 31日までに、一戸建て住宅
や小規模共同住宅などに住宅用火災警報器の設置を義務付けています。
　住宅用火災警報器による「火災の早期発見」で、
あなたの住まいと家族の命を守りましよう。

―お問い合わせは―
浪速消防署　予防担当　
☎6641‒0119　　6634‒0119
ーホームページアドレスー
http://www.city.osaka.lg.jp/shobo/page/0000003477.html

住宅用火災警報器を設置しましょう！

ＮＳマーク

浪 速 消 防 署 か ら の お 知 ら せ

※不適切な訪問販売にご注意ください。
※消防職員が住宅用火災警報器を訪問販売することはありません。

ご注意！

安心！

　　安全！

価格はどのくらい？

価格は機能によりさまざまですが、
4,000 円～ 7,000 円程度のもの
が出回っているようです。

どこで取り扱っているの？

電器店、メーカー代理店、ホーム
センター、セキュリティー事業者
などで取り扱っており、ガス販売
事業者などでは、リース式による
住宅用火災警報器の設置を行って
いるところもあります。


